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病院報告における「従事者票」の廃止について 

 
 
 

平成 29年より病院報告（従事者票）は廃止し、従事者数に関する

事項は、医療施設静態調査（病院票）に移行して調査することとい

たしました。 

患者数に関する事項については引き続き病院報告において把握い

たします。 


